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環境税制改革 と二重配当※

角 野 浩

要約 本稿 は,「二重配当」につ いて環境税制改革の視点か ら考察す る。外部不経済を考慮 し

たsecond-best環 境課税 ルール と外部不経済 を考慮 しな いnonsecond-best環 境課税 ルー

ルの2つ を想定す る。税収中立的な後者のルール下で,環 境汚染財の増税が,(1)環 境改善 と,

(2)私的財 の減税 とな る事 を示 す。二重配 当の新 たな判 断基準 として,環 境税 制改革 によ る

「環境汚染財増税 と私的財減税の両立」を提示す る。 この判断基準 は,最 適課税理論で一般的

に想定す る財が需要独立的な場合で も適用で きる。
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Abstract This paper examines whether revenue-neutral swaps of environmental 

taxes for ordinary distortionary taxes, which might offer a double dividend, not 

only (1) improve the environment, but also (2) financially reduce the existing distor-

tionary tax. As related to environmental tax reform, we consider two settings. 

One (associated with the second-best environmental taxation) internalizes exter-

nalities, and the other (associated with the non second-best environmental taxa-

tion) does not internalize externalities. Under the latter setting and the revenue 

neutral policy, we confer a new double dividend notion: the environmental tax re-

form can yield not only an increase in the environmental tax, but also a decrease in 

the distortionary consumption tax. This could be also explored for the case of inde-

pendent demand in optimal taxation settings.

Key words negative externalities, double-dividend,

second-best environmental taxation,

JEL classification D62, H21, H23

 environmental

optimal taxation

 tax reform,

※ 本稿は,2006年10月7日 開催の 日本財政学会第63回 大会(近 畿大学)で の 山田雅俊教授(愛 知

大学)と の共同報告論文を加筆 ・修正 した ものであ る。討論者の故池田 尚司氏(元 手塚山大学教

授),及 び フロアの方 々か ら有益な コメン トを頂いた。 ここに記 して謝意を表 した い。本研究は,

科学研究費補助金 『国際的な財政政策 としての失業 ・環境問題対策の実践 と効果の検証』基盤研

究(c)(2)(課題番号15530208)の 助成を受 けた。言 うまで もな く,本 稿 にお ける一切の誤 りは筆者

の責任であ る。

一53(169)一



第9巻 第2号

1.序

Sandmo(1975)(1)は 外 部 不 経 済 が存 在 下 で の最 適 課 税 ル ー ル を初 め て 示 した。 近 年 環

境 問 題 が 大 きな 関 心 を 集 め る 中で,BovenbergandMooij(1994),Fullerton(1997)等

が 外 部 不 経 済 が 生 じる財(以 下,環 境 汚 染 財)へ の 課 税 が 「二 重配 当(double-dividend)」

を持 つ こ とを 指 摘 した。 「二 重 配 当」 は,環 境 汚 染 財 へ の課 税 が,外 部 不 経 済 を抑 制 し環

境 改 善 とな る 「第 一 の 配 当」 を も た らす だ けで な く,当 該 税 収 が 他 の 財 の 減 税 とな り税 の

歪 み を是 正 す る 「第 二 の 配 当」 を 持 つ 事 で あ る。

Goulder(1995)はsecond-best環 境 税 と二 重 配 当を 展 望 して い る。 実 証 的 な 見 地 か ら

行 わ れ た議 論 に,BovenbergandGoulder(1996),Parryetal.(1999),Williamsand

Goulder(1999),ParryandBento(2000),Bentoetal.(2011)等 が あ る。Sheshinski

(2004)で は,外 部 不 経 済 を緩 和 す る政 府 支 出 ・投 資 の 問 題 も考 慮 して い る。 最 近 の 展 開

で は,不 確 実 性 を考 慮 したSartzetakis(2009),複 数 の 外 部 性 を考 慮 した分 析 のRenet

al.(2011)等 が 挙 げ られ る。

さて,BovenbergandMooij,Fullerton等 は,二 重 配 当を もた らす か ど うか の 判 断 基

準 と して 次 の よ う に考 え た。 政 府 の 税 収 制 約 が 存 在 しな い と こ ろで 環 境 汚 染 財 の 負 の 外 部

性 を 内生 化 したfirst-bestの ピ グー税 率 と,税 収 中立 的 か つ 税 収 制 約 が 存 在 す るsecond-

bestの 状 況 下 の 負 の 外 部 性 を 内 生 化 した 消 費 税 率 との 大 小 関 係 を 比較 した。Sandmoは,

環 境 汚 染 財 のsecond-bestの 消 費 税 率 は,first-bestの ピ グー 税 率 と通 常 の 消 費 税 率 との

加 法 性(additivityproperty)に よ る加 重 和 公 式 が成 立 す る事 を示 した(2)。一 方,角 野 ・

山 田(2008)は,Sandmoの 加 重 和 の議 論 か ら,first-bestの ピグー 税 率 とsecond-best

の 消 費 税 率 との 大 小 関 係 は,想 定 す る政 府 の 税 収 制 約 等 の 経 済 状 況 に依 存 す る事 を 指 摘 し

た。 そ こで 角 野 ・山 田 は,二 重 配 当 の 判 断 基 準 と して,外 部 不 経 済 を 考 慮 したsecond-

bestの 消 費 税 率 と外 部 不 経 済 を 考 慮 しな い 消 費 税 率 を 選 択 し,両 者 の 税率 比較 を試 み た。

そ して,前 者 が 後 者 よ り高 い場 合 に二 重 配 当を も た らす 事 を 示 した 。

Oates(1995)は,環 境 汚 染 財 課 税 の効 果 を,同 税 が 労 働 イ ンセ ンテ ィブ に及 ぼ す マ イ

ナ ス の効 果 で あ る税 の 「相 互 作 用 効 果(tax-interactioneffect)」 と,同 税 収 を 他 税 の 減

(1)最 適 課 税 問 題 はRamsey(1927)が 初 め て 提 起 し,DiamondandMirrlees(1971)に よ って

分 析 の 基 本 構 造 が 示 され て 以 降 大 き く展 開 され た 。Sandmo(1976),本 間(1982)等 の 展 望 論 文

を 参 照 。

(2)Kopczuk(2003)は,加 法 性(additivityproperty)に 焦 点 を絞 り分 析 して い る。
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税 に まわ す こ と に よ る プ ラ スの 効 果 で あ る 「税 収 還 元 効 果(revenue-recyclingeffect)」

の2つ に分 け,前 者 が 後 者 よ りも小 さ い場 合 に二 重 配 当を 持 つ と考 え た 。

Goulder(1995)は,両 効 果 を踏 ま え た上 で,環 境 税 制 改 革 の観 点 か らsecond-best環

境 税 と二 重 配 当 を展 望 して い る。 「二 重 配 当 」 に関 して,弱 い形(Weakform)と して,

既 存 の 歪 み の あ る税 の 減 税 を 試 み る こ とが,試 み な い 時 よ り望 ま し い と し,強 い 形

(Strongform)と して,環 境 税 制 改革 実施 に よ り,実 施 前 よ り も厚 生 が高 ま る と考 え た。

ま た,部 分 均 衡 分 析 に よ る環 境 汚 染 財 に対 してfirst-bestな ピ グー 税 を 増 税 す る環 境 税 制

改 革 の 分 析 の み で は,私 的 財 市 場 の 分 析 が 同時 にな され て お らず,不 十 分 で あ る事 も指 摘

して い る。

本 稿 の 目的 は,BovenbergandMooij,Fullerton等 の これ まで の 二 重 配 当 の 議 論 を 整

理 し,環 境 税 制 改 革 を 考 慮 した限 界 分 析 に よ って 考 察 す る。 そ して,新 た な 二 重 配 当 の 判

断 基 準 と して,環 境 税 制 改 革 に よ る 「環 境 汚 染 財 増 税 と私 的 財 減 税 の 両 立 」 の 提 示 を 試 み

る。 したが って,Sandmoの 外 部 性 を 考 慮 した最 適 課 税 モ デル を 基 本 と して 二 重 配 当 の 判

断 基 準 を 考 慮 す る。 特 に,環 境 汚 染 財 増 税 に よ る価 格 上 昇 と実 質 賃 金 低 下 等 のOates,

Goulder等 が 指 摘 す る税 の 相 互 作 用 効 果(tax-interactioneffect)の マ イ ナ ス要 因 につ

い て は,最 適 課 税 モ デ ル に よ る 限界 分 析 に よ って 一 般 均 衡 モ デ ル の 中 で 考 慮 す る。 した

が って,彼 らの 分 析 の 中 心 とな る税 の 相 互 作 用 効 果(tax-interactioneffect)と 税 収 還 元

効 果(revenue-recyclingeffect)の 大 小 関 係 に よ る 明示 的 な 二 重 配 当 の 判 断 基 準 は採 用

しな い。

具 体 的 に は次 の 通 りで あ る。 まず 現 実 経 済 と して 既 存 の 租 税 体 系 と して 消 費 税 存 在 す

るsecond-bestの モ デ ル 設 定 を 置 く。 そ こで,環 境 汚 染 財 に対 して は外 部 不 経 済 を 考 慮 す

るsecond-best課 税 ル ー ル を 導 く。 次 に,環 境 税 制 改 革 を 考 察 す るた め に,環 境 汚 染 財 に

対 して は外 部 不 経 済 を 考 慮 しな い事 と した環 境 課 税 ル ー ル(以 下,nonsecond-best環 境

課 税 ル ール 。)を 導 く。

環 境 税 制 改 革 の モデ ル 設 計 は,環 境 汚 染 財 が 正 常 財 で あ る限 りは,外 部 不 経 済 に よ る経

済 の 非 効 率 性 の 回 復 を 意 図 した消 費 抑 制 の た めの 増 税 が 計 画 され る。 この 時,外 部 不 経 済

を考 慮 した ピグー 税 率 を 勘 案 す る。 環 境 汚 染 財 が 負 の 外 部 性 を 生 じる限 りピ グー 税 率 は プ

ラ スの 値 を取 る事 に注 意 す れ ば,増 税 政 策 は正 当化 され るだ ろ う(3)。

本 稿 で の 環 境 税 制 改 革 は,環 境 汚 染 財 に対 す る増 税 政 策(選 択 的 に は ピ グー 税 率 と して

(3)環 境 汚染 財 に対 す る ピグ ー税 率 の 環 境 税 の導 入 で あ る必 要 は な い。Goulder,Oatesは

second-best環 境税率が ピグー税率 よ り低 くなる可能性 を指摘 しているが,環 境税 制改革 として

環境汚染財 に対す る増税の正当性が満た されていれば十分であ る。
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の 環 境 税 の 導 入)を 考 察 す る。 この 時,政 府 の 税 収 中立 的 の 仮 定 下 で,環 境 汚 染 財 の 増 税

は,(1)環 境 汚 染 財 の 抑 制 とな る環 境 改 善 と,(2)他 の 歪 み の あ る財,こ こで は私 的 財 の 減 税

とな り二 重 配 当 とな る事 を 検 証 す るq)。 さ らに,Sandmo(1975,2000)等 の 最 適 課 税 理 論

で 一 般 的 に想 定 す る財 が 需 要 独 立 的 な 場 合 で の 二 重 配 当を 示 す 。

本 稿 は次 の よ う に議 論 を 展 開 す る。 次 節 で は,Sandmoの モデ ル に従 いな が ら二 重 配 当

の 議 論 で用 い られ たBovenbergandMooij,Fullerton等 の モ デ ル を 説 明す る。 第3節

で は,ま ず 二 重 配 当を どの よ う に捉 え るべ きか を 再 確 認 す る。 第4節 で は,外 部 性 を 考 慮

す るsecond-best環 境 課 税 ル ー ル,お よ びnonsecond-best環 境 課 税 ル ー ル を示 す 。 第

5節 で は,ま ず 環境 税 制 改革 の視 点 か らnonsecond-best環 境 課 税 ル ー ル 下 で の 環 境 汚 染

財 の増 税 が(1)環境 改 善 と,(2)他 財 の 減 税 とい う二 重配 当 を 一 般 的 に もた らす事 を 示 す(5)。

次 に,Sandmo等 の 最 適 課 税 理 論 で 一 般 的 に想 定 す る財 が 需 要 独 立 的 な 場 合 で の 二 重 配 当

も確 認 す る。 そ して,最 終 節 で は本 稿 で の 二 重 配 当の 議 論 を 要 約 す る。

2.モ デ ル

本 稿 は,Sandmoの モ デル を簡 単 化 したBovenbergandMooijお よ びFullerton等 の

モ デ ル を 用 い,こ れ まで の二 重 配 当 の議 論 か ら環 境 税 制 改 革 を考 慮 した上 で 限 界 分 析 に

よ って 考 察 す る。 す な わ ち,経 済 は η人 の 同 質 な 消 費 者 で 構 成 され,財 は余 暇,負 の 外 部

性 を生 じ る環 境 汚 染 財,お よ び 外 部 性 を生 じな い 財(以 下,私 的財 。)の3種 類 の経 済 モ

デル とす る。 各 人 の 利 用 可 能 最 大 時 間 を1,労 働 時 間 を κ。とす る と1一 κ。が そ の人 の 余

暇 を表 し,ま た κ1,お よ び κ2で 私 的 財,環 境 汚 染 財 の 消 費 量 を 表 す 。 また,ノr,=η κ、と

す る。 さ らに,各 人 の効 用 〃 は各 財 の消 費 と外 部 効 果 に依 存 す る が,各 財 の 効 用 と外 部 効

果 に関 して 弱 く分 離 的 で(6),各 財 の 消 費 か ら得 られ る効 用v,お よ び負 の外 部 性 φ に よ っ

(4)環 境 汚 染 財 の 増 税 と私 的 財 の 減 税 を,各 々分 析 す る部 分 均 衡 分 析 を 一 般 均 衡 分 析 に 適 用 す る。

Oates,Goulderが 指 摘 す る 税 の 相 互 作 用 効 果(tax-interactioneffect)と 税 収 還 元 効 果

(revenue-recyclingeffect)の 大 小 関係 に よ る 「二 重 配 当」 の 判 断 は,政 府 税 制 中 立 的 な 仮 定 の

下 で の 一 般 均 衡 モ デ ル を 考 慮 す る事 に よ って 暗 黙 的 にな され て い る。

(5)Oatesの よ うに税 の相 互 作 用 効 果(tax-interactioneffect)と 税 収 還 元 効 果(revenue-recy-

clingeffect)の2つ に分 け る場 合 も,代 表 的 個 人 の 効 用 の 変 化 を 見 る こ とで 労 働 を 含 ん だ 各 財 の

需 要 お よ び 外 部 効 果 の 影 響 を考 慮 した上 で 二 重 配 当効 果 の 正 当性 を 検 討 す る こ と が で き る。 朴

(2009)に も労 働 の 需 給 状 況 に よ る環 境 税 制 改 革 の 効 果 と して 整 理 され て い る。

(6)議 論 の 明 確 化 のた め,Sandmo(2000)に も あ る よ う に需 要 関数 の特 性 を満 た す た め に 分 離 可

能 な 外 部 性 の 仮 定 を 置 く。 この 点 は,2003年 「日本 経 済 学 会 」 春 季 大 会(大 分 大 学)で の 報 告 に

対 し,討 論 者 の 宮川 敏 治 准 教 授(大 阪 経 済 大 学)か ら指 摘 頂 い た方 法 で あ る。Shinotsukaand

Sumino(2005)は 需 要 特 性 の 一 般 化 を 証 明 して い る。Cremereta1.(1998)で も同 様 の 分 離 可

能 な 外 部 性 を 仮 定 して い る。
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て 次 の よ う に表 され る とす る,

〃 一 〃卜(1一 κ。,κ1,κ、}φ(X2)] (1)

こ こで 〃 は 強 く準 凹,微 分 可 能 で,π ,≡ ∂〃/∂v>0,%≡ ∂〃/∂φ<0,v。 ≡∂v/∂(1一κo)>0,

v、≡∂〃/∂x、>0,'ニ1,2で あ り,φ'≡ ∂φ/∂λ「2>0と 仮 定 す る。

ま た分 離 可 能 な 外 部 性(separableexternalities)の 仮 定 は,後 の 議 論 で 外 部 性 を 考 慮

す るsecond-best環 境 課 税 ル ー ル,お よ び 外 部 性 を考 慮 しな いnonsecond-best環 境 課

税 ル ール を,各 々考 察 す る こ とか ら,Sandmo(2000),ShinotsukaandSumino(2005)

で 考 慮 す る需 要 の 環 境 フ ィー ドバ ック(environmentalfeedbackondemand)を 捨 象 し,

モ デル を簡 便 化 して い る事 に注 意 して お く(7)。こ こで 罵,几 乃 は労 働,私 的財,お よ び環 境

汚 染 財 の消 費 者 価 格,ρ 。,Pl,ρ2は労 働,私 的財,お よ び環 境 汚 染 財 の生 産 者 価 格 を 表 す 。

消 費 者 価 格 ベ ク トル はPニ(瑞,君,ろ),生 産 者 価 格 ベ ク トル は ρニ(ρ。,ρ1,p2)とす る。 また,

労 働 はニ ュ ー メ レー ル と し,鳥=ρoニ1と す る。

政 府 か らの 定 額 所 得 移 転 を3で 表 す と,各 個 人 の 予 算 制 約 式 は次 の よ う に表 され る,

　
一 κ

。+Σ 琢'-3(2)
'=1

各個人は外部性 φを所与として上記の予算制約の下で効用最大化を行い,次 のような需

要関数が求まる,

κ'=κ 、(P),'=q..2 (3)

需要関数(3)を効用関数(1)に代入すると,各 個人の間接効用関数が次のように得られる,

〃 一〃(・(P),φ(ηκ、(P))) (4)

た だ し,v(P)=ソ(1一 κo(P}κ1(P工κ2(P))と す る。

他 方,生 産 者 価 格 ベ ク トル を 所 与 とす る と生 産 関 数 は次 の よ う にな る,

(7)Cremereta1.(2001)は,Sandmo(2000)の 環 境 フ ィー ドバ ッ ク効 果 につ い て の 一 般 化 され

た 議 論 を 行 って い る。
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-X

。+ΣP凶 一 〇(5)
∫=1

最後に,政 府は各財に対す る消費税 ち,∫=1,2によって一定の税収7を 確保す ると仮定

し,前 述のようにそれは各消費者に定額で移転される。つまり,政 府予算制約は次のよう

になる,

　 　

Σ ち凡(一1))一〃Σ(君 一且)κ,(P)-7(6)
'=1∫=1

た だ し,定 義 か ら',=君 一ρ評=1,2で あ る が,労 働 に は 課 税 さ れ な い と 想 定 す れ ば,

島=p。=1と な る。 また ワル ラ ス法 則 に従 え ば,7=η3が 成 立 す る事 に注 意 して お こう(8)。

3.二 重 配 当

本 節 で は,BovenbergandMooij,Fullerton等 の 「二 重配 当」 の 定 義 と環 境 汚 染 財 に

対 す るsecond-bestの 税 率 とfirst-bestの ピ グ ー税 率 の 大 小 関 係 に よ る二 重 配 当 の判 断

基 準 を再 考 す る。 そ して,本 稿 に お け る二 重 配 当の 分 析 手 法 につ いて 言 及 す る。

3.1.BovenbergandMooij,Fullerton等 の二 重 配 当 の判 断基 準

BovenbergandMooij,Fullerton,お よ びOates,Goulder等 に よ る二 重 配 当 の 判 断

基 準 につ いて 整 理 して 置 くこ と に しよ う。

1)ま ず,環 境 汚 染 財 に対 す る課 税 の 「二 重 配 当」 は一 般 的 に次 の よ う に考 え る。

環 境 汚 染 財 課 税 が,「 第 一 の 配 当」 と して,外 部 費 用 を 内部 化 さ せ 外 部 不 経 済 に よ る非

効 率 を抑 制 し環 境 改 善 させ るだ けで な く,「 第 二 の配 当」 と して,同 税 収 が 政 府 税 収 の 一

部 を満 た し,他 の 財 に対 す る減 税 を 可 能 と し,そ の 税 の 歪 み を 是 正 す る事 で あ る。

2)次 にBovenbergandMooij,Fullerton等 に よ る環 境 汚 染 財 に 対 す る課 税 の二 重

配 当の 判 断 基 準 につ いて 整 理 す る。

2a)同 財 に対 す るsecond-bestの 税 率 とfirst-bestの ピ グー税 率 を 比較 し,前 者 が 後

者 よ りも高 けれ ば,ピ グー 税 に よ って 外 部 不 経 済 を 補 正 し,ピ グー 税 を 上 回 る税 率 部 分 が

(8)η κ、=X、 を 考慮 し,各 個 人 の 予 算 制 約 式(2)を 〃人 で 総 計 した 式 か ら,(5),(6)を 減 ず る こ とで 証 明

され る。
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他 の 税 の 歪 み を軽 減 させ る と判 断 した(9)。

2b)ピ グ ー税 を含 め たsecond-bestの 環 境 汚 染 財 に対 す る増 税 が税 収 増 とな る事,つ

ま り,第2の 配 当が 自動 的 に満 た され る事 を 前 提 と して お り,二 重 配 当 を 十 分 に考 察 して

いな い可 能 性 が あ る⑩。

3)さ らにBovenbergandMooij,Fullerton等 の判 断 基 準 が不 十 分 で あ る事 を 指 摘

して お こ う。Sandmoの 示 し た 財 の 需 要 独 立 性 の 仮 定 下 で は,環 境 汚 染 財 に 対 す る

second-bestの 課 税 ル ー ル で あ る加 重 和 公 式 か ら次 の事 項 が理 解 され る。

3a)Sandmoは,second-bestの 税 率 が 通 常 の最 適 消 費 税 率 と ピ グー 税 率 の加 重 和 で

あ る(Sandmoは 加 法 性(additivityproperty)と 呼 ぶ。)加 重 和 公 式 が 成 立 す る事 を 指

摘 した。

3b)環 境 汚 染 財 に 対 す るsecond-bestの 税 率 とfirst-bestの ピ グ ー 税 率 の大 小 関 係

は,消 費 税 率 に依 存 す る。 した が って,second-bestの 税 率 がfirst-bestの ピ グー 税 率 よ

り低 い時,二 重 配 当 とな らな い と判 断 しきれ な い可 能 性 が あ る。 つ ま り,Sandmoの 加 法

性(additivityproperty)を 考 慮 す る判 断 基 準 が必 要 で あ る と い う問題 点 が指 摘 さ れ る。

3c)一 方,Oates,Goulder等 の 二 重 配 当 の 判 断 基 準 に よ れ ば,税 の 相 互 作 用 効 果

(tax-interactioneffect)が 税 収 還 元 効 果(revenue-recyclingeffect)よ り も小 さい 時,

second-bestの 税 率 がfirst-bestの ピグ ー税 率 よ り低 くな り,二 重 配 当 とな らな い と判 断

す る。 つ ま り,Sandmoの 加 法 性(additivityproperty)を 考 慮 す る判 断 基 準 が必 要 で

あ る と い う問 題 点 が 指 摘 され る。

3.2.二 重配当の判断基準

環境汚染財課税の二重配当の判断基準は,3.1.節1)で 確認 した同効果の定義に立 ち戻

り,「環境汚染財増税 と私的財減税の両立」 とし,次 のように考える。

環境汚染財および私的財の両財には,既 に消費税が課税されているsecond-bestの 環境

課税ルールを考える。また,政 府の 「税収中立的」な仮定を想定する。このような時,環

境汚染財に対する増税(外 部費用を内部化するピグー税率としての環境税の導入)は,同

財が正常財であれば,消 費を抑制 し外部不経済補正効果を持つから 「第一の配当」となる。

したがって,二 重配当の判断基準は,「第二の配当」を持つかどうかに要約される。「第二

(9)労 働 に 対 す る課 税 を 含 め た 議 論 はWilliams(2001)な どで な され て い る。

⑩Oates,Goulder等 に よ る 税 の 相 互 作 用 効 果(tax-interactioneffect)と 税 収 還 元 効 果

(revenue-recyclingeffect)の 大 小 関 係 に よ る二 重 配 当 の 判 断 基 準 を 必 要 とす る事 は 既 に 指 摘 さ

れ て い る。
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の配当」は,環 境汚染財の増税が,他 の外部性を生 じない財(本 稿では私的財に相当する。)

の減税とな り,そ の税の歪みが軽減される事である。 したがって,環 境汚染財の増税と私

的財の減税が組み合わされた時に 「第二の配当」となると判断出来る。

3.3.二 重配当の分析手法

環境汚染財課税の二重配当の分析は以下の通 りである。

1)環 境税制改革の観点か ら,環 境汚染財に対する外部不経済を考慮 しないnon-sec-

ondbest環 境課税ルールを想定する。

2)税 収中立的(revenue-neutral)を 仮定 し,環 境税制改革の前後で政府の税収 は一

定とする。

3)二 重配当の判断基準は 「環境汚染財増税と私的財減税の両立」とし,以 下を検証す

る。

3a)環 境汚染財に対する消費税の増税 もしくは外部費用を内部化するピグー税を含め

た形での増税,増 収の考察。

3b)私 的財の消費税の減税(税 の歪みの軽減),減 収の考察。

3c)2)の 仮定下,3a)と3b)の 両立の考察により二重配当を判断。

4)Sandmo等 の最適課税理論で一般的に想定する財が需要独立的な場合の3)の 考

察。

以上の分析手順に従って環境税制改革を考慮 した限界分析を試みる。そ して,分 析手法

としては環境税制改革による 「環境汚染財増税と私的財減税の両立」という新たな二重配

当の判断基準を示す事とする。

4.税 収 中立 の仮定 とsecond-bestとnonsecondbest環 境 課 税 ル ー ル

環 境 税 制 改 革 の モ デ ル 設 計 か ら二 重 配 当 を判 断 す る た め に は,second-best環 境 課 税

ル ール とnonsecond-best環 境 課 税 ル ー ル を考 え る必 要 が あ る。 本 節 で は,ま ず 環 境 税 制

改 革 の 前 後 で の 政 府 の 税 収 中立 的 の 仮 定 を 確 認 す る。 そ して,前 節 で 示 した 基 本 モ デ ル に

お け るsecond-bestお よ びnonsecond-best環 境 課 税 ル ール を確 認 して お こ う。

4.1.税 収 中 立 的 の 仮 定

BovenbergandMooij(1994),Fullerton(1997)等 は,second-bestの 課 税 問 題 を 考
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察する中で,政 府の税収中立的(revenue-neutral)を 仮定する。政府の税収制約を前提

とすれば,課 税の前後で政府税収は一定となる。そこで,政 府の税収制約の条件(6)に着目

し分析を進める。

まず,各 税の税率変更による税収の変化を見る必要か ら,(6)を各消費者価格 η に関 し

て微分すれば次のようになる。

諾 一η鴎+複 一い 一L2(7)

次 に,BovenbergandMooij,Fullerton等 の 分 析 と同 様 に税 収 中 立 的 の 仮 定 か ら,政

府 の予 算 制 約 で あ る7が 課 税 率 の変 更 の 前 後 で 不 変 とい う条 件 か ら,(6)を 各 消 費 者 価 格

弓 で 全 微 分 し,47ニ0と 置 くこ とが 出来 るか ら,

一筆 一農/暴(8)

が 得 られ る。 した が っ て,環 境 汚 染 財 κ2の 増 税,4乃>0,お よ び 私 的 財 κ1の 減 税,

囎<0が 組 み 合 わ さ れ て い る場 合,二 重 配 当 とな る。 つ ま り,二 重 配 当 を持 つ た あ の 十

分 条 件 は,(8)で 一囎/4乃>0で あ る。

そ こ で,(7)で 各 財 価 格 弓 に 関 して の 偏 微 分 の各 符 号 が 正 で あ る こ と,つ ま り環 境 汚 染

財 κ2の 増 税 が 増 収,∂7/鵜>0と な り,か つ 私 的 財 κ1の 減 税 が 減 収,∂7/昭>0と な る

事 が,(8)に お いて 一41ソ 鵡>0で あ る事 の 十 分 条 件 とな る。

4.2.Second-bestとnonsecond-best環 境 課 税 ル ー ル

政 府 のsecond-best課 税 問 題 は,予 算 制 約(6)の 下 で,外 部 性 φ を 考 慮 して,社 会 的 厚 生

朋(γ(∫)),φ(∫)))を最 大 化 す るよ う税 率 ・消 費 者 価 格 を決 定 す る こ と で あ る。 同 問題 はLag-

range関 数 で 次 の よ う に表 され る,

五一副 噛(P)》 一β1書(輔(P)-7(9)

ただし β は制約条件(6)に対するLagrange乗 数で,包 絡面定理から(効 用増に寄与 しな

いと想定されている),政 府支出7の 増加が社会的厚生に与える効果を示 し,負 と想定さ

れる。
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1)Second-best環 境 課 税 ル ール

外 部 性 を考 慮 したsecond-best環 境 課 税 ル ー ル は,(9)の 最 適 化 の1階 条 件 か ら,(2)の 各

個 人 の 予 算 制 約 式,お よ び ロ ワの 恒 等 式 を 考 慮 す る と最 終 的 に は次 の よ う に表 され る,

η一凋 嚇 舞 一礁 畷+ぜ 一似 ん一L2(1㈲

∂〃
た だ し・家 計 の髄 化 問題 のLag「ange乗 数(所 得 の 限 界効 用)を λ(ll)として・"・二可 く°・

磯 ・一 一警 ・∂(∂・ ∂(1-・。1-・。)∂・。)一隔 一繋 一紹 …L2蹴 畝

各 変 数 右 肩 の5は,各 変 数 がsecond-best環 境 課 税 ル ー ル で の評 価 を示 す 。

2)Nonsecond-best環 境 課 税 ル ール

次 に,外 部 性 を考 慮 しな いnonsecond-best環 境 課 税 ル ー ル は,(9)の 最 適 化 の1階 条 件

で あ るが,外 部 性 の 要 因 で あ る φ は 考 慮 され な い か ら,最 終 的 に は 次 の よ うに 表 され る,

距 斜 ハ 客畷+ザ ー鳳 一L2(10b)

た だ し,各 変 数右 肩 の1∬ は,各 変 数 がnonsecond-best環 境 課 税 ル ー ル で の評 価 を示 す 。

5.Nonsecond-best環 境 課 税 ル ー ル下 で の二 重配 当 の 判 断

本 節 で は,前 節 の議 論 を 基 にnon-secondbest環 境 課 税 ル ー ル 下 で の 環 境 税 制 改 革 につ

いて,「 環 境 汚 染 財 増 税 と私 的財 減 税 の両 立 」に よ って 二 重 配 当を 判 断 す る。 前 節 同様 に政

府 の 税 収 中立 的(revenue-neutral)を 仮 定 す る。 そ して,non-secondbest環 境 課 税 ル ー

ル に お い て,1)環 境 汚 染 財 に 対 す る増 税(選 択 的 に は ピグ ー 税 率 と して の 環 境 税 の 導

入)・ 増 収 と,2)私 的 財 へ の 減 税 ・減 収 を考 察 し,二 重 配 当 を持 つ 事 を 検 証 す る。 最 後

に,財 の 需 要 独 立 性 の 仮 定 下 で も二 重 配 当を 持 つ 事 も検 証 す る。

qD各 個人の外部性を所与 として予算制約式(2)の下で(1)の効用を最大化す る問題を ラグランジュ関

数を用いて導出す る。
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5.1.Nonsecond-best課 税 ル ー ル と環 境 汚 染 財 の 増 税 と私 的 財 の 減 税

Non-secondbest環 境 課 税 ル ール 下 で,「 環 境 汚 染 財 の増 税 ・増 収 」 と 「私 的財 の減 税 ・

減 収 」 につ いて 分 析 を 試 み る。

税 収 中立 的 の仮 定 に よ る(7)とnonsecond-best環 境 課 税 ル ー ル に よ る(10b)か ら次 が

求 ま る,

∂T
一 ημ溜.κ 拶 ,ん 一L2∂君 GD

た だ し,μ=一(λ/β)>0と す る。

qDか ら,直 ち に ∂7/∂咳>0,ん=1,2が 得 られ る。 これ は,∂7/∂ 君>0か ら,環 境 汚 染 財 の

増 税 は無 条 件 で 増 収 とな る事 が 分 か る。 したが って,環 境 税 制 改 革 と して 外 部 費 用 の 内部

化 に よ る ピグ ー 税 率 の環 境 税 の導 入,も し くは 消 費 税 率 の 増 税 が可 能 で あ る事 を意 味 す

る。

一 方 で
,∂7/∂ 君>0か ら,私 的 財 の 減 税 が 無 条 件 で 減 収 とな る事 を 意 味 す る。 した が っ

て,(8)の 一昭/鵜>0を 満 た す た め の 十 分 条 件 とな る。

したが って,一 姻/鵡>0か ら,「環 境 汚 染 財 増 税 と私 的財 減 税 の両 立 」が 可 能 で あ る事

が 分 か っ た。 したが って,二 重配 当 を 持 つ た め の十 分 条 件 一姻/覗>0が 導 出 され た 事 に

な る。 以 上 の 結 果 を 命 題 と して ま と めれ ば次 の よ う にな る。

命題1政 府が税収中立的を前提とした外部性を考慮 しないnonsecond-best環 境課

税ルール下では,環 境汚染財の増税(選 択的にピグー税率による環境税の導入)と 私的財

の減税の両立は可能であり,二 重配当を持つ事になる。

ここで命題1を 解釈 してみよう。本稿の分析は,環 境税制改革の観点から限界分析の手

法によって環境汚染財の課税が二重配当を持つかどうかの考察であった。そこで,「二重

配当」の新たな判断基準 として,「環境汚染財増税と私的財減税の両立」を提示 した。 し

たがって,「第一の配当」は,環 境汚染財課税により環境改善となる事か ら,「第二の配当」

の有無に分析を置 く事が示された。

本稿では,環 境汚染財および私的財の両財には,既 に消費税が課税されている政府税収

制約の存在するsecond-bestの 環境課税ルールを考えて,政 府の 「税収中立的」な仮定を

想定 した。そ して,環 境税制改革 として外部性を考慮 しないnonsecond-best環 境課税

一63(179)一



第9巻 第2号

ル ール 下 か ら,環 境 汚 染 財 の増 税(選 択 的 に ピグー 税 率 に よ る環 境 税 の 導 入)を 考 察 した。

この 時,Oates,Goulder等 が分 析 して い る環 境 汚 染 財 に対 して の 増 税 分 の 税 収 が 他 の 歪

み の あ る財,本 稿 で は私 的 財 に対 して の 減 税 分 の 減 収 に回 す 事 が で き る プ ラ スの 税 収 再 循

環 効 果(revenue-recyclingeffect)が 無 条 件 で成 立 し,「 第 二 の配 当」 を 持 つ 事 を 検 証 し

た。

さ らに,外 部 性 を考 慮 しな いnonsecond-best環 境 課 税 ル ー ル 下 か らの 環 境 汚 染 財 の 増

税(選 択 的 に ピグー 税 率 に よ る環 境 税 の 導 入)は,無 条 件 で 増 収 とな る事 が 示 され た 。 こ

の 事 は,限 界 分 析 に よ ってOates等 が言 及 す る環 境 汚 染 財 へ の課 税 が 労 働 イ ンセ ンテ ィ

ブ に及 ぼす マ イ ナ スの 影 響 で あ る租 税 交 互 効 果(tax-interactioneffect)が 税 収 再 循 環 効

果(revenue-recyclingeffect)に 対 して 小 さ い事 を検 証 した。 つ ま り,彼 らの よ うな 明

示 的 な分 析 を 行 う必 要 は無 い 事 を 示 唆 し,「 二 重 配 当」 の新 た な 判 断 基 準 「環 境 汚 染 財 増

税 ・増 収 と私 的 財 減 税 ・減 収 の 両 立 」 は,プ ラ ス の 税 収 再 循 環 効 果(revenue-recycling

effect)を 持 つ 事 を 保 証 して い る。

5.2.nonsecond-best環 境 課 税 ル ー ル と財 の 需 要 独 立 性

次 に,5.1.と 同様 に税 収 中立 的 の仮 定 に よ る(7)とnonsecond-best環 境 課 税 ル ー ル に よ

る(10b)か ら財 の 需 要 独 立 性 を仮 定 した 場 合 を 考 察 す る。 各 財 の需 要 独 立 性 銚/∂呪=

0,∫≠ノ;',ノ=0,1,2を 仮 定 す れ ば,各 財 の 交 差 価 格 効 果 が な くな り,nonsecond-best環 境 課

税 ル ール に よ る各 消 費 税 率 は,Sandmoが 確 認 した 加 重 和 公 式 が 成 立 す るが,二 重 配 当 の

判 断 に必 要 な 条 件 式 は,若 干 の 式 変 形 を 施 せ ば,最 終 的 に は,GDと な る。 した が って,こ

れ か ら得 られ る結 論 は前 項 と 同様 で,無 条 件 で 環 境 税 制 改 革 に よ る 「環 境 汚 染 財 増 税 と私

的 財 減 税 の 両 立 」 が 可 能 で あ り,二 重 配 当を 持 つ 事 が 検 証 され る。

BovenbergandMooij,Fullerton等 の二 重 配 当 の判 断基 準 は,Sandmoが 確 認 した 加

重 和 公 式 か ら,環 境 汚染 財 に対 す るsecond-bestの 税 率 とfirst-bestの ピ グー 税 率 の 大 小

関 係 は,消 費 税 率 に依 存 す る事 を 指 摘 して い た。 しか し,本 稿 の 分 析 に従 え ば,二 重 配 当

の 判 断 は,環 境 税 制 改 革 に よ る政 府 の 税 収 中 立 性 の仮 定 下 でnon-secondbest環 境 課 税

ル ール か ら,環 境 汚 染 財 の 増 税 を 考 察 す れ ば良 い事 を 確 認 す る こ とが 出来 た 。 この 事 を 広

く解 釈 す れ ば,選 択 的 に ピグー 税 率 に よ る環 境 税 の 導 入 も可 能 で あ る事 を 意 味 して お り,

環 境 汚 染 財 の ピグー 税 を 含 め た形 で 増 税 の 可 能 性 を 厳 密 に考 察 す る必 要 はな い こ とを 示 唆

す る。

ま た,Sandmoの 加 重 和 公 式 か ら,Oates,Goulder等 の二 重 配 当 の判 断 基 準 に よ れ ば,
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税 の 相 互 作 用 効 果(tax-interactioneffect)が 税 収 還 元 効 果(revenue-recyclingeffect)

よ りも小 さ い時,second-bestの 税 率 がfirst-bestの ピグー 税 率 よ り低 くな る可 能 性 が 指

摘 され て い る。

しか し,本 稿 で は,Sandmoの 加 重 和 公 式 を考 慮 したsecond-best環 境 課 税 ル ー ル を 前

提 と した モ デ ル 設 定 か ら,環 境 税 制 改 革 に よ り 「環 境 汚 染 財 の増 税 ・増 収 と私 的 財 の 減

税 ・減 収 が両 立 」 す る事 で 二 重 配 当 を 持 つ と した。 そ して,「 環 境 汚 染 財 増 税 と私 的 財 減

税 が 両 立 」 を 「二 重 配 当 」 の新 た な判 断 基 準 と して,税 の相 互 作 用 効 果(tax-interaction

effect)が 税 収 還 元 効 果(revenue-recyclingeffect)よ りも大 き い事 を 暗 示 的 に示 す 事 を

可 能 と した。

この 事 は,Oates,Goulder等 の二 重 配 当 の分 析 手 法 とは全 く逆 の 手 順 を 取 る事 か ら,

先 に環 境 汚 染 財 の 消 費 税 率 の 増 税,も し くは選 択 的 な ピグー 税 率 に よ る環 境 税 の 導 入 を 想

定 した上 で,「 二 重 配 当 」 を 持 つ 時,税 の相 互 作 用 効 果(tax-interactioneffect)が 税 収

還 元 効 果(revenue-recyclingeffect)よ り も大 き い事 を検 証 して お り,本 稿 の分 析 で は,

彼 らの 指 摘 す る問 題 点 は克 服 され て い る事 に注 意 して お こ う。

6.結 語

最 後 に本 稿 の 議 論 の 要 点 を 簡 単 に整 理 し結 び に代 え よ う。 本 稿 は,外 部 不 経 済 を 考 慮 し

たSandmoに よ るsecond-best課 税 問 題 を 展 開 す る 形 で,BovenbergandMooij,

Fullerton等 が 提 起 した環 境 汚 染 財 に対 す る課 税 の 「二 重 配 当」 につ い て 検 証 した 。 そ し

て,こ れ まで と は異 な っ た環 境 税 制 改 革 と い う視 点 か ら 「二 重 配 当 」 につ いて 考 察 した 。

本 稿 の 分 析 は,Sandmoに よ るsecond-best課 税 問 題 を モデ ル 設 定 か らの 限 界 分 析 を 基

本 と した。 そ して,環 境 税 制 改 革 を考 察 す る事 を意 図 し,外 部 不 経 済 を 考 慮 したsecond-

best環 境 課 税 ル ー ル か ら外 部 不 経 済 を考 慮 しな い環 境 課 税 ル ー ル を想 定 した。 次 に,政 府

の 税 収 中 立 性 を前 提 と した外 部 不 経 済 を考 慮 しな いnonsecond-best環 境 税 制 ル ー ル 下

で,環 境 税 制 改 革 か ら環 境 汚 染 財 の 消 費 税 率 の 増 税,も し くは選 択 的 な ピ グー 税 率 に よ る

環 境 税 の 導 入 を想 定 した。 そ して,「 二 重 配 当」で あ る(1)環 境 汚 染 財 の 消 費 抑 制 に よ る経

済 非 効 率 性 の 回 復 とい う環 境 改 善:「 第 一 の 配 当」 と,(2)他 の 歪 み の あ る財,つ ま り私 的

財 の 減 税:「 第 二 の配 当」 の両 配 当 が得 られ る事 を示 した。

本 稿 の分 析 で は,環 境 汚 染 財 に対 す る課 税 の 「二 重 配 当」 を 検 証 す る中 で,「 環 境 汚 染

財 増 税 と私 的 財 減 税 の 両 立 」 と い う 「二 重 配 当」 の 新 たな 判 断 基 準 を 提 示 した 。 さ ら に,
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Sandmo等 の最適課税理論で一般的に想定する財が需要独立的な場合での二重配当も確

認 した。
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